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民
間
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
た
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

都
市
再
生
事
業
で
あ
る
区
画
整
理
会
社
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
認
可
等
に
関
す
る
処
理
期
間
を
定
め
る

こ
と

（
第
七
条
関
係
）

第
二

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

宅
地
及
び
宅
地
に
つ
い
て
存
す
る
権
利
の
価
額
の
評
価
の
方
法
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
は
、
区
画
整
理
会
社
の
規

準
に
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と

（
第
一
条
関
係
）

二

事
業
基
本
方
針
の
変
更
の
う
ち
、
工
区
の
新
設
、
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
お
い
て
組
合
員
の
三
分
の
二

以
上
が
出
席
し
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
出
席
組
合
員
及
び
そ
の
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
借

地
権
を
有
す
る
出
席
組
合
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
三
分
の
二
以
上
で
決
す
る
事
項
と
す
る
こ
と

（
第
二
条
関
係
）

三

区
画
整
理
会
社
が
定
め
る
事
業
計
画
又
は
規
準
の
変
更
の
う
ち
、
縦
覧
手
続
等
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
軽
微
な
変

更
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

（
第
四
条
関
係
）
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四

区
画
整
理
会
社
に
あ
っ
て
は
、
株
主
名
簿
又
は
社
員
名
簿
、
株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
議
事
録
、
営
業
報
告
書
、
貸

借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と

（
第
七
十
三
条
関
係
）

五

区
画
整
理
会
社
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
し
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
の
一
部
を
新
た
に

第
二
号
法
定
受
託
事
務
と
し
て
追
加
す
る
こ
と

（
第
七
十
八
条
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

（
第
一
条
の
二
条
等
関
係
）

第
三

都
市
再
開
発
法
施
行
令
の
一
部
改
正

事
業
基
本
方
針
の
変
更
の
う
ち
、
工
区
の
新
設
、
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
お
い
て
組
合
員
の
三
分
の
二

以
上
が
出
席
し
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
出
席
組
合
員
及
び
そ
の
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
借

地
権
を
有
す
る
出
席
組
合
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
三
分
の
二
以
上
で
決
す
る
事
項
と
す
る
こ
と

（
第
二
十
条
関
係
）

第
四

都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
者
等
が
出
資
し
て
い
る
法
人
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

（
第
十
四
条
関
係
）
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二

都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
の
表
三
の
項
区
分
の
欄
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
資

金
の
貸
付
の
対
象
と
な
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
に
、
同
欄
の
保
留
地
の
管
理
処
分
に
要
す
る
費
用

を
含
む
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
一
条
）

三

資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
等
が
出
資
し
て
い
る
法
人
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

（
第
二
十
二
条
関
係
）

四

資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
地
方
公
共
団
体
が
引
き
継
い
で
施
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す

る
費
用
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

（
第
二
十
四
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

（
第
二
条
等
関
係
）

第
五

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

区
画
整
理
会
社
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
し
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
の
一
部
を
新
た
に

第
二
号
法
定
受
託
事
務
と
し
て
追
加
す
る
こ
と

（
別
表
第
二
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

（
第
百
七
十
四
条
の
三
十
九
等
関
係
）

第
六

公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
改
正
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公
営
住
宅
法
施
行
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

（
第
五
条
関
係
）

第
七

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

（
別
表
第
一
関
係
）

第
八

新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
令
の
一
部
改
正

新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

（
第
三
十
五
条
等
関
係
）

第
九

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う

こ
と

（
第
八
条
等
関
係
）

第
十

司
法
書
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正

公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
の
委
託
元
と
し
て
区
画
整
理
会
社
を
追
加
す
る
こ
と

（
第
四
条
関
係
）

第
十
一

土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正

公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
の
委
託
元
と
し
て
区
画
整
理
会
社
を
追
加
す
る
こ
と

（
第
三
条
関
係
）

第
十
二

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
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被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

（
第
六
条
関
係
）

第
十
三

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

第
一
種
事
業
の
要
件
と
な
る
免
許
等
に
係
る
法
律
の
規
定
に
区
画
整
理
会
社
に
係
る
規
定
を
追
加
す
る
こ
と

（
別
表
第
一
関
係
）

二

環
境
影
響
評
価
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
法
律
の
規
定
に
区
画
整
理
会
社
に
係
る
規
定
を
追
加
す
る
こ
と

（
別
表
第
四
関
係
）

第
十
四

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
民
間
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
た
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と

（
附
則
関
係
）


